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事業概要と現状分析第1章はじめに 　経営戦略策定の趣旨

大村市の水道事業は、給水区域内普及率が平成３０年度末で99.1％となり、昭和３年に給水開始し
て以来、これまで市民の生活水準の向上と人口増加に伴う水需要の増加に対応してきました。
一方、給水収益に対する企業債残高比率は 569.2％で、県内平均 509.2％、給水人口規模別平均
314.9％と比較すると高い状況にあり、本市の企業債残高は約１１０億円を超えています。
今後は、資産の老朽化に伴う更新や耐震化に多大な費用が必要となることから、経営環境は将来的に
厳しさを増していくことが予測されます。
このような中、水道は住民の日常生活に欠くことのできないものであり、将来にわたってサービスの提
供を安定的に継続するため、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、将来の経営見通し
を把握する必要があります。
本経営戦略は、平成２９年３月に策定した「大村市水道事業経営戦略」の事後検証を行うとともに、「投
資試算」及び「財源試算」の将来予測や財源確保の見直しを行い、新たな経営戦略として策定しました。
本経営戦略の計画期間は、令和３年度～令和１２年度までの１０年間とし、「おおむら水道ビジョン２

０２１」との整合を図り、期間内での進捗管理を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルの視点により、施策の推進
や改善に向けて取り組みます。

1

西暦　年号
和暦　年号

計画

水道事業経営戦略 R3年度～R12年度（10年間）

市関連計画

第5次大村市総合計画

水道事業関連計画

大村市水道ビジョン

水道事業中期経営計画

アセットマネジメント

坂口浄水場耐震化計画

上下水道局
危機管理計画

H28年度～R7年度（10年間）

地域防災計画 恒久的な基本計画、必要時見直し

大村市国土強靭化
地域計画

R2年度～R7年度（6年間）

H23年度～R2年度（10年間） R3年度～R12年度（10年間）

H28年度～R2年度（5年間） R3年度〜R7年度（5年間）※

H30年度～

R3年度～R12年度（10年間）

継続的に運用、必要時見直し

H29年度～

経営戦略と関連計画の計画期間

※水道事業中期経営計画は、簡便な方法による作成を検討しています。

1 2



事業概要と現状分析第1章

事業概要と現状分析第1章

はじめに 　経営戦略策定の趣旨

大村市の水道事業は、給水区域内普及率が平成３０年度末で99.1％となり、昭和３年に給水開始し
て以来、これまで市民の生活水準の向上と人口増加に伴う水需要の増加に対応してきました。
一方、給水収益に対する企業債残高比率は 569.2％で、県内平均 509.2％、給水人口規模別平均
314.9％と比較すると高い状況にあり、本市の企業債残高は約１１０億円を超えています。
今後は、資産の老朽化に伴う更新や耐震化に多大な費用が必要となることから、経営環境は将来的に
厳しさを増していくことが予測されます。
このような中、水道は住民の日常生活に欠くことのできないものであり、将来にわたってサービスの提
供を安定的に継続するため、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、将来の経営見通し
を把握する必要があります。
本経営戦略は、平成２９年３月に策定した「大村市水道事業経営戦略」の事後検証を行うとともに、「投
資試算」及び「財源試算」の将来予測や財源確保の見直しを行い、新たな経営戦略として策定しました。
本経営戦略の計画期間は、令和３年度～令和１２年度までの１０年間とし、「おおむら水道ビジョン２

０２１」との整合を図り、期間内での進捗管理を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルの視点により、施策の推進
や改善に向けて取り組みます。

1

西暦　年号
和暦　年号

計画

水道事業経営戦略 R3年度～R12年度（10年間）

市関連計画

第5次大村市総合計画

水道事業関連計画

大村市水道ビジョン

水道事業中期経営計画

アセットマネジメント

坂口浄水場耐震化計画

上下水道局
危機管理計画

H28年度～R7年度（10年間）

地域防災計画 恒久的な基本計画、必要時見直し

大村市国土強靭化
地域計画

R2年度～R7年度（6年間）

H23年度～R2年度（10年間） R3年度～R12年度（10年間）

H28年度～R2年度（5年間） R3年度〜R7年度（5年間）※

H30年度～

R3年度～R12年度（10年間）

継続的に運用、必要時見直し

H29年度～

経営戦略と関連計画の計画期間

※水道事業中期経営計画は、簡便な方法による作成を検討しています。

1 2
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1　事業概要

　（１）沿革

本市の水道事業は、大正１５年９月に当時の大村町と西大村の一部を対象に、給水人口 
10,000 人、１日最大給水量 1,200m3 として事業認可を受け、昭和３年に給水を開始しました。
長崎県内では、長崎市、佐世保市、平戸市、旧冨江町に次いで５番目でした。

昭和１７年には、大村町、三浦村、鈴田村、福重村、萱瀬村及び松原村の１町５村が合併し、
大村市として市制を施行しました。昭和２０年１１月には終戦に伴い軍の水道施設を引き継ぐ
こととなり、その後の人口増等による水需要の増加に対応するため、萱瀬ダムの建設と嵩 ( かさ )
上げなどを行ってきました。

現在、第１３回拡張事業に取り組み、計画給水人口 97,100 人、計画１日最大給水量 33,950m3/
日の整備を行っています。

表 1-1　大村市水道事業の沿革
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事業概要と現状分析第1章
　（２）事業の規模

図 1-1　施設系統イメージ

　（３）施設状況

　　①施設規模
表 1-3　大村市水道事業の施設規模（令和元年度）

表 1-2　大村市水道事業の規模（令和元年度）

②取水施設 主要水源である萱瀬ダムをはじめ、湖沼水１か所、浅井戸３か所、
　（水源） 深井戸２２か所を有しています。

③浄水施設 主要な坂口浄水場をはじめ１２か所を有しており、計画給水量に対する公称
施設能力を十分に確保しています。

④送水ポンプ 各施設から配水池へ送水するポンプは、４６台を有しています。

⑤配水池 ３８箇所、６１池を有しており、各配水区域へ配水しています。

⑥管路延長 ・導水管　水源から浄水場までを結ぶ導水管延長は、約３５㎞です。
 ・送水管　各施設から配水池へ送水する送水管延長は、約６６ｋｍです。
 ・配水管　市内の配水管延長は、約５４８ｋｍです。

供用開始年月 昭和３年３月

法適（全部・財務）・非適の区分 法適用（全部適用）

計画給水人口 97,100 人

現在給水人口 93,216 人

計画 1日最大給水量 33,950m3／日

取水施設 27 施設

取水可能量 44,560m3／日

浄水場設置数 12 箇所

配水池設置数 38 箇所

管路延長 649 千ｍ
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　（４）料金

本市の水道料金は、平成１９年度に実施した料金改定の際に、水需要の変化に対応すること

や負担の公平性を確保することなどを目的として、口径ごとの基本料金と使用量に応じた従量

料金を設定しました。

その後、平成２８年３月に「大村市水道事業管路更新計画」に基づいて「大村市上下水道事

業中期経営計画（平成２８年度から令和２年度）」を策定し、平成２８年７月１日に平均改定率７．

６８％とする料金改定を実施しました。

月２０m3 を使用した場合の水道料金を県内事業体と比較すると、料金改定により全体の中間

に位置する料金となりました。

表 1-4 水道料金の単価表（税込み） （令和元年度末）

図 1-2　県内の水道料金比較表（令和元年度末）
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局　長 次　長

業　　務　　課

総務グループ

経理グループ

施設管理グループ

水質管理グループ

計画グループ

建設グループ

排水設備グループ

下水道施設グループ

給水グループ

整備グループ

計画グループ

浄　　水　　課

水　道　工　務　課

下 水 道 工 務 課

下 水 道 施 設 課

　（５）組織

令和元年度末の上下水道局全体の職員数は５８名（管理者含む）で、水道事業に従事する職

員数は、業務課４名、水道工務課１６名、浄水課７名の２７名です。

図 1-3 は、組織体制図、図 1-4 は、水道事業年代別職員数です。

　（６）民間活用の状況

限られた予算、職員数で水道事業を運営していくためには、豊富な知識と経験をもった信頼

のある民間業者のノウハウを活用することも重要です。現在、民間委託を実施している主な業

務は表 1-5 のとおりです。

【令和元年度末】図 1-3　上下水道局の組織体制図

図 1-4　水道事業年代別職員数
　（令和元年度末）

表 1-5　委託を実施している主な業務一覧

大村市水道施設等運転管理業務

受託会社：月島テクノメンテサービス株式会社

業務内容：水道施設の運転管理業務

大村市上下水道局料金徴収等業務

受託会社：フジ地中情報株式会社

業務内容：メーターの検針、給水契約（中止・開始）の受付、料金などの徴収

大村市上下水道局給排水設備維持管理業務

受託業者：大村市管工業協同組合・大村市給水工事センター

業務内容：メーターの取り替えや撤去、水道漏水・断水・水の濁りなどの対応、

　　　　　下水道施設の閉塞などの対応業務
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２　現状分析

　（１）経営比較分析表による評価
総務省では、公営企業の経営状況及び課題を的確かつ簡明に把握するため、経営指標を整理

した「経営比較分析表」を公表しています。本市の平成３０年度の状況を全国平均、長崎県平均、
周辺事業体平均、給水人口規模別平均で比較し評価しました。
※周辺事業体　：長崎市、佐世保市、諫早市

給水人口規模：５万人以上１０万人未満の事業体

■経営の健全性
経常収支比率は、１００％を上回っているため、費用を収益で賄えていることになります。

しかし、老朽化した浄水設備更新に伴う資産減耗費及び維持管理費用等の増加により、平成
２９年度に対し数値が下がっています。今後も施設の老朽化に伴う修繕など費用の増加が見込
まれるため、効率的な経営に努めていく必要があります。

　　累積欠損金は、平成２６年度から新会計基準の適用があり、以降、発生していません。
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流動比率は、１００％を上回っていますが、平成２９年度に対し数値が下がっています。主

な要因は、企業債償還金が増加したことによるものです。給水人口規模別平均等のいずれの平

均値と比較しても低く、短期的な支払能力に乏しい状況であると言えることから、今後、資金

の確保を行っていく必要があります。

■債務の状況

企業債残高対給水収益比率は、給水人口規模別平均等いずれの平均値と比較しても高く、安

全性が低い状況にあるといえます。これは、これまで拡張事業に係る多額の費用を企業債で賄っ

てきたため、料金収入の約６倍の企業債残高を抱えることとなっています。

平成２９年度に対しては、企業債残高が減少しているため数値は下がっています。しかし、

将来的には人口減少により料金収入の減少が予測され、水道事業の施設を維持するための一人

ひとりの負担が増していくことが懸念されます。将来世代への負担が過度にならないよう企業

債の発行を抑制し、企業債残高の縮小を図っていく必要があります。
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■経営の効率性

料金回収率は、１００％を上回っているため、費用を収益で賄えていることになります。し

かし、老朽化した浄水設備更新に伴う資産減耗費及び維持管理費用等の増加により、平成２９

年度に対し数値が下がっています。今後も施設の老朽化に伴う修繕など、費用の増加が見込ま

れることから、効率的な経営に努めていく必要があります。

給水原価は、平成２９年度に対し数値が高くなっています。これは、水をつくる費用が高くなっ

ているということです。主な要因として、老朽化した浄水設備更新等に伴う資産減耗費及び維

持管理費用等の増加が挙げられます。
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■施設の効率性

施設利用率は、給水人口規模別平均と比較しても高い数値であることから、施設を効率的に

利用しているといえますが、一方で、施設利用率が高いということは予備能力が不足している

ことになります。

近年の少雨による萱瀬ダムの取水制限等の影響を考慮した給水能力の増強を考えていく必要

があります。

有収率は、平成２４年度から平成２７年度まで集中的に漏水調査と修繕を実施したことから、

平成２６年度から平成２８年度まで９０% を維持してきました。しかしながら、その後は、管

路の老朽化等により有収率が低下しました。

今後、管路の老朽化が進行していくことから漏水調査・修繕の適正な実施に合わせ、漏水が

頻発している個人所有の給水管を更新していく必要があります。

9 109 10



■老朽化の状況

有形固定資産減価償却率は、給水人口規模別平均と比較してほぼ同率となっていますが、資

産の老朽度の進行が懸念されます。

管路経年化率は、給水人口規模別平均等いずれの平均と比較しても低い数値となっています。

しかしながら、年々数値が上昇していることから法定耐用年数を経過した管路の保有が増加

している状況で、今後も増加していくことが懸念されます。そのため、計画的な管路更新を進

めていく必要があります。
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管路更新率は、平成２７年度までは給水人口規模別平均等いずれの平均と比較しても更新率

が低い状況でしたが、平成２８年度からは、管路更新計画に基づき更新を行ってきたことから

高くなっています。平成３０年度は年間約５ｋｍの老朽管の更新を行いました。

11 1211 12



■経営分析レーダーチャート

経営分析において様々な指標の分析を行いました。経営分析レーダーチャートとは、本市と

給水人口規模別団体を標準偏差方式で比較したグラフのことです。

 各指標は、給水人口規模別団体の平均（標準値）を０とし、数値が多い（グラフの外側）方

が良好であるといえます。

■総括

財務の状況において企業債残高対給水収益比率が極端に劣り、事業規模に対して多額の企業

債残高を抱えた厳しい経営状況といえます。これは、萱瀬ダムの嵩（かさ）上げ工事や簡易水

道統合事業など、多額の費用を要する大型事業を企業債で賄ったことによります。

また、流動比率は 100％を上回っていることから、不良債務は発生していませんが、標準値

より低く、非常時等の支払能力に不安を抱えています。

今後は、浄水場施設の耐震化及び劣化補修、老朽管更新等による費用が増加することから、

経営状況は厳しくなることが予測されますので、更なる経営基盤の強化を図る必要があります。

施設の効率性

大村市

経常収支比率

累積欠損金比率

流動比率

企業債残高対給水収益比率

料金回収率

給水原価施設利用率

有収率

有形固定資産減価償却率

管路経年化率

管路更新率

標準値

経営の効率性

債務の状況

経営の健全性

老朽化の状況

施設の状況 財務の状況
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（２）前経営戦略の評価

平成２９年３月に策定した大村市水道事業経営戦略で掲げた５つの基本目標の推進に向けた

取組と評価を行い、課題を整理しました。

なお、基本目標の詳細な事業内容を記載した「大村市上下水道事業中期経営計画」（平成２８

年３月策定）を用いて評価を行っています。

（基本目標１) 

安定的な水源を確保し、安全でおいしい水を供給します。

（Clean ＆ Safe Water）
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（基本目標２)

適正な施設更新や危機管理により、安定した水の供給に努めます。

（Comfortable ＆ Stable Water Service）

（基本目標３）

環境のことを考えた事業運営に努めます。

（Continue ＆ Succeed）
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（基本目標４)

適正な業務運営と維持管理に努めます。

（Continue ＆ Succeed）
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（基本目標５)

サービスの向上と経営の安定に努めます。

（Customer Satisfaction）
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将来の事業環境第2章
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将来の事業環境第2章

１　給水人口の予測

将来の人口については、大村第２ハイテクパークへの企業誘致や九州新幹線を活かしたまち

づくりなどにより増加していくと予測されます。( 詳細は巻末に掲載しています。)

人口の増加に伴い、給水区域内人口及び給水人口も計画期間内（令和３年度～令和１２年度）

では増加していくと予測しています。

水道経営の基本方針と目標の達成に向け、取り組むべき事項や実現方策等を設定するために

は、現状を評価し課題を認識すると共に、将来の事業環境がどのように推移していくかを予測

する必要があるので、水道における将来の事業環境の変化について整理します。

図 2-1　人口、給水人口、普及率の見通し

※人口は、図表の R1 までは実績値、R2 からの数値は平成３０年度策定の第１３回拡張事業認可の推計値

推計実績

（人）
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将来の事業環境第2章 2　水需要の予測

給水人口は増加していくものの、１日平均有収水量は横ばいで推移すると予測しています。こ
れは、節水意識の高まりや節水機器の普及などにより一人あたりの使用水量が減少していること
によるものです。また、無収水量を含めた 1 日平均給水量及び 1 日最大給水量も横ばいで推移し、
令和１２年度には、1 日平均給水量 28,742m3、1 日最大給水量 33,460m3 となる予測しています。

図 2-2　１日平均有収水量の推計結果
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図 2-3　1 日平均給水量・1 日最大給水量の推計結果

（単位：m3/日）
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３　自然環境におけるリスク

平成２８年に起きた熊本地震、平成２９年と令和元年に起きた九州北部豪雨、平成３０年の西
日本豪雨、令和２年７月豪雨など、近年、甚大な災害の発生が続いています。

また、本市では、平成２９年度から令和元年度まで毎年のように少雨に見まわれました。
今後は、このような自然環境におけるリスクへの備えが必要となります。

（１）水源の水質悪化
本市の水源は、ダム水、湖沼水、浅層地下水、深層地下水などさまざまであり、富栄養化等に

よる異臭味、大腸菌群の検出、塩水化などの原水水質に応じた水道システムを整備し管理するこ
とにより、安全性を確保しています。

また、近年では記録的短時間大雨による濁度の上昇による水質悪化が懸念されます。
今後も様々な汚染リスクを想定しながら注意深く水質監視及び管理を行う必要があります。

（２）利水の安全性低下
少雨の発生は時期にばらつきがあり、見通しや対応に苦慮しています。対応状況としては、少

雨対策本部を設置し、萱瀬ダムからの取水制限を行い貯水の延命化を図ってきました。今後も萱
瀬ダム管理者である長崎県を中心として、渇水連絡調整会議を通じ、関係団体と連携をしながら
少雨対策に取り組む必要があります。

また、本市の施設利用率は高くなっている反面、予備能力が不足してきている状況です。少雨
による渇水時に萱瀬ダムの取水制限が実施された場合であっても、安定的な給水が適切に行える
よう、今後は給水能力の増強を考えていく必要があります。

（３）浸水によるリスク
平成３０年に起きた西日本豪雨や令和元年の九州北部地方に甚大な被害をもたらした九州北部

豪雨など、これまでにない記録的な大雨により、土砂災害や河川の氾濫等による停電、断水等の
被害が発生しています。

本市においても令和２年７月に発生した豪雨は、１９７６年の観測開始以来最大となる２４時
間雨量３８４ミリを観測し、一部の河川で越流し、水道施設が浸水する被害も生じました。今後、
地盤の低い位置に存在する水源については、浸水対策に取り組む必要があります。

（４）地震によるリスク
「長崎県地震等防災アセスメント調査報告書」（平成１８年３月）によると、本市でも最大でＭ７．

１（震度６弱～６強）規模の地震が発生し、人的・物的被害が予測されています。
坂口浄水場は、平成２５年度に耐震診断を実施した結果、複数の施設において耐震補強の必要

性が指摘され、大規模地震等の発生により被災した場合、市民に与える影響が大きいことから計
画的に耐震化を図る必要があります。

また、地震災害が発生した場合でも生活に必要な水を安定して供給するためには、管路の耐震
化を図る必要があります。市内全域のすべての管路の耐震化を進めることは、規模的にも財政的
にも困難であることから、重要な管路を選定して優先的に進めるとともに、老朽管の布設替え時
に耐震化を図るなど効率的かつ効果的な整備を図る必要があります。
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図 2-4　管路の年度別布設延長及び累積延長

図 2-5　更新しない場合の管路の状態

1 経過年数が法定耐用年数の 1.0 ～ 1.5 倍の管路
2 経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた管路

４　施設の老朽化

（１）管路

水道管路は、本市の水道事業の拡張期である 昭和４６年以降、年間１２～１３㎞程度敷設を行っ

てきており、令和元年度には、約６４９km に達しています。（図 2-4）

今後、法定耐用年数４０年を経過する経年化管路1 が増加します。これらの経年化管路を更新し

ない場合、老朽化管路2 は令和３０年には管路延長の約半分となり、令和６０年には老朽化管路の

みとなる見込みです。（図 2-5）

更新には多大な費用を要するため、引き続き計画的に管路の更新を進めていく必要があります。
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（２）施設設備

本市の浄水場をはじめとする設備の建設費用を年度ごとにグラフ化すると図 2-6 のようにな

ります。

本市最大の浄水施設である坂口浄水場は、第７回拡張事業で昭和５３年～昭和５９年にかけ

て処理能力 10,000m3/ 日の施設規模で建設しました。その後、第９回拡張事業において処理能

力を 30,000m3/ 日に増量する事業認可を得て、平成１１年に増設工事を完了しています。

坂口浄水場の管理棟本館は、昭和５５年の完成から３９年が経過しています。機械・電気設

備についても同時期に設置されたものが多く、順次交換やメンテナンスを実施しています。

しかし、全体的に老朽化が進んでいる状況であり、今後は更新需要の増加が見込まれるため

適切な対応が必要となります。

図 2-6　年度別建設費
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図 2-7　建設改良費、企業債借入額、企業債残高

図 2-8　料金収入、収益的支出、損益
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５　更新需要の増大と資金の確保

管路や坂口浄水場をはじめとする施設の老朽化及び耐震化対策に相当な費用がかかるため、計
画的かつ効率的に対策事業を実施する必要があります。

資金については、節水意識の向上や節水機器の普及などにより使用水量の増加が期待できず、
料金収入も将来的には減少傾向が予測されます。また、将来的に人口減少が予測され、水道事業
の施設を維持するための一人ひとりの負担が増すことから、将来世代への負担が過度にならない
よう企業債（借金）の発行を抑制する必要があります。このように更新需要に対する資金の確保
が難しい見通しとなるため、早い段階から事業資金の確保に取り組む必要があります。

図 2-7 は、令和元年度末の補填財源残高を今後も維持し、更新事業費にあたる建設改良費の資
金調達を企業債で必要額借入れる場合の企業債残高の見込みです。

図 2-8 は、料金収入、維持管理費等の収益的支出と損益の状況を示しており、令和１９年度以降、
損益がマイナス（赤字）となる見込みです。
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６　職員の経験年数の低下

上下水道局は、事業運営の効率化のため組織統合や民間委託など行政組織の合理化を進め職員

数が減少しました。また、近年では、ベテラン職員の退職等により、経験年数が少ない職員が増

えています。

将来にわたって安定的かつ持続的な水道事業を継続していくために、職員の技術力継承を目的

として人材育成を行うと共に、組織力の強化を図っていく必要があります。

図 2-7　技術職員の経験年数の状況（令和元年度末）

25 2625 26



経営の基本方針第3章
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経営の基本方針第3章

これまでの課題を解決すると共に、将来の事業環境に対応するため、５つの基本目標とこれに沿っ
た施策を示し、具体的な施策目標により事業運営を進めていきます。

理念は、「おおむら水道ビジョン」（令和３年度～令和１２年度）との整合を図り、『つなげよう未
来へ！ずっと安心、おおむらの水』とし、「安全」「強靭」「持続」を柱とした５つの基本目標を設定し、
目標達成に向け事業運営に取り組んでいきます。

環境のことを考えた事

業運営に努めます。

①省電力機器の導入

①地下水源の適正管理

②漏水調査及び修繕の実施

①最適運営形態の検討

①積極的な情報発信

(１) 環境対策

(1) 適切な維持管理

(2) 事業の効率化

(1) 市民サービス向上

(２) 経営基盤の強化

①アセットマネジメントの適正な運用

②更新需要の増大に備えた資金の確保

③技術力の継承・向上

④新技術の研究

⑤広域化の検討　　　　　　　　　　　 （新規）

持 続

適正な業務管理と維持

管理に努めます。

サービスの向上と経営

の安定に努めます。

安定的な水源を確保

し、安全でおいしい水を

供給します。

安 全

適正な施設更新や危機

管理により、安定した水

の供給に努めます。

(１) 水道水源の確保

(2) 水質管理の徹底

(1) 水道施設の更新

(2) 災害対策の強化

(3)危機管理対策の強化

①新規水源開発及び既存水源の保持

②少雨対策への取組

①水安全計画の運用の徹底

②鉛製給水管対策

①管路の更新

②設備の更新

①耐震化の推進

②浸水対策の推進　　　　　　　　　　 （新規）

③応急給水対策の整備

①ＢＣＰの運用

基本目標 基本施策 施策

つなげよう未来へ！　ずっと安心、おおむらの水理　念

強 靭
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経営の基本方針第3章

投資・財政計画第4章
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投資・財政計画第4章

１　投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

本市の主要な施設である坂口浄水場は、昭和３４年から昭和５９年にかけて新設改良を行ったこ
とから老朽化が進行しています。水道施設の機能を維持し、将来にわたり安全な水を安定的に供給
するためには、老朽化する施設や設備、そして管路の更新が必要です。

一方で更新を行うためには、その財源が必要となってきますが、今後１０年間は給水人口の増加
が見込まれます。しかし、節水意識の向上や節水機器の普及などにより使用水量の増加が期待できず、
料金収入は横ばいが続き、将来的には給水人口の減少により料金収入は減少する見込みです。

これらの状況を踏まえ、水道施設の更新計画や資金の確保方策を検討し、投資及び財源について
長期的な試算を行い投資・財政計画を策定しました。

なお、説明内容は現状における考え方であり、社会情勢や環境の変化により変更する場合は説明
を行います。

（１）投資についての説明
① 新規水源開発

今後１０年間の水需要は、ほぼ横ばいで推移すると予測していますが、既存水源の能力低下や塩
水化、近年の少雨による萱瀬ダムの取水制限の可能性から、十分な水量が確保されているとは言い
難い状況です。

萱瀬ダムの取水制限がある場合でも、水道水の安定供給が行えるよう新規水源開発に努めます。

② 管路の更新
３０年後の老朽化管路は、管路延長の約半分となる見込みであることから、漏水発生状況等によ

り管路更新計画を適宜見直し、計画的に更新を行います。

③ 設備の更新
機械・電気設備は、補修等による延命化を実施してきましたが、老朽化が進み更新時期を迎えて

いることから、老朽化の状況や施設の重要度等を考慮し、計画的な更新を行います。

④ 耐震化の推進
大規模地震の発生による被災により、広範囲かつ長時間の断水を避けるためには、水道施設の耐

震化が喫緊の課題となっています。
耐震化の実施に向けては、災害時において給水が特に必要な重要施設に供給する管路などを優先

的に整備するなど実現性の高い耐震化計画を策定し、計画的に耐震化を図ります。
また、坂口浄水場については、策定済みの耐震化計画に基づき、計画的に耐震化を図ります。

⑤ 浸水対策の推進
令和２年７月に発生した豪雨により今富水源が浸水し、運転が停止したことから、浸水被害等の

リスク評価を行い、豪雨や洪水等の災害に対して必要な浸水対策を推進します。
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投資・財政計画第4章

■建設改良費の算出根拠

本経営戦略の計画期間における建設改良費は、アセットマネジメントに基づく更新需要の算出を

基本として重要度・優先度を考慮して以下のとおり算出しています。

計画期間以降の建設改良費については、更新基準を設定し、更新需要のピーク時期やその規模を

踏まえつつ更新費用の平準化を図り算出しています。

更新基準は、会計上の減価償却期間を示した法定耐用年数と異なり、実使用年数に基づき算出し

ています。管路については、長崎県通知の「公共事業に伴うガス導管、水道管等の支障物件移設の

取り扱いについて」中の別表（管路施設の標準耐用年数）を参考に設定し、管路以外はアセットマ

ネジメントの実施マニュアルを参考に設定しています。

～法定耐用年数と更新基準～

更新基準
（年）

法定耐用年数
（年）

73 60

70 50

24 15

25 15

鋳鉄管（ダクタイル鋳鉄管は含まない） 55

ダクタイル鋳鉄管 80

鋳鉄管（耐震型継手を有する） 80

鋼管 70

硬質塩化ビニル管 60

ポリエチレン管 60

石綿セメント管 50

管路 40

区分

土木

建築

機械設備

電気設備
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（２）投資以外の経費についての説明
① 職員給与費に関する事項

人件費については、将来の水需要が大きく変動しないという将来予測の結果から、令和元年度実
績を基に賃金上昇率 0.77% を考慮し、現在の人員で算出しています。

② 維持管理費（動力費・修繕費・委託料等）
過年度実績（平成２８年度～令和元年度）の平均を基に０．３％の物価上昇率を考慮し算出してい

ます。修繕費のうち年平均約１億円を坂口浄水場の劣化補修に配分し、維持管理に努めます。

③ 減価償却費
既存施設の減価償却費と令和元年度以降に新規に取得する資産について試算しています。

④ 支払利息
新規借り入れ分については、近年の動向と将来予測を踏まえた利率（年率 0.6％）で算出してい

ます。

⑤ 地下水源の適正管理
井戸の揚水量を維持するための対策として、経年劣化した水中ポンプの更新やスクリーンの目詰

まりの解消などがありますが、全ての井戸に対して対策を行うためには、予算と時間が必要になり
ます。計画的・効率的な対策とするため井戸改修計画の策定を検討し、適切な維持管理に努めます。

⑥ 鉛製給水管対策
鉛製給水管は、水道水の管内での滞留により鉛が溶出する問題があります。鉛は水道水の水質基

準で有害物質として設定されており、全国的にその解消が喫緊の課題となっています。本市でも分
水鉛管布設替計画に基づき布設替えを行ってきましたが、現在も鉛製給水管の残存が課題となって
おり、今後もその解消に努めます。

⑦ 省電力機器の導入
水道事業は、設備の稼働のために大量の電力を消費します。本市の水道施設においても、主に動

力の電気使用量が大きいため、施設・設備の更新時には省エネルギーの高効率機器やインバーター
制御のポンプを導入するなど、省エネルギー化に努めます。

⑧ 漏水調査及び修繕の実施
管路からの漏水は、有収率の低下となるだけではなく水資源の損失につながります。
今後、老朽化する管路が増加する見込みであることから、有収率向上と水資源の有効利用による

施設の効率性の観点から、漏水調査と管路更新に努めます。

⑨ 応急給水対策の整備
災害時に迅速かつ的確な応急給水が行えるよう必要な資機材の確保を計画的に行うとともに、市

の災害対策本部や周辺自治体との連携を図ります。また、町内会で行う自主防災訓練に積極的に参
加し、応急給水訓練を通じて非常時の活動における協力体制の構築を図ります。

31 3231 32



（３）経費を伴わない取組についての説明
① 少雨対策への取組

少雨における対策として、萱瀬ダムの貯水量延命のため郡川水系渇水連絡会議等と連携し対策会
議を行ってきました。近年は少雨の時期が不定期であり対応が難しくなっていますが、今後も少雨
時における水の安定供給を図るため、ダム管理者である長崎県を中心として関係機関と連携し少雨
対策に取り組みます。

② 水安全計画に基づく事業実施
本市では、水質を取り巻く状況が依然として厳しい中、水道水の安全性をいっそう高めるために「水

安全計画」※の改訂を平成３１年３月に行いました。この水安全計画を適切に運用しＰＤＣＡサイク
ルによって毎年検証を実施することで、水道水質の信頼性と安全性の徹底を図ります。

※「水安全計画」：食品製造分野での考え方であるＨＡＣＣＰ (Hazard Analysis and critical control point)
を採用し、水源から給水栓まで全ての工程において計画的に水質管理・監視を行うための計画です。

③ ＢＣＰの運用
本市で想定される災害や事故などにより被害を受けた場合でも、上下水道施設の機能を維持し早

期の回復を図るために、優先業務の段階的な実施を示す業務継続計画（ＢＣＰ）の運用を行うとと
もに随時必要な見直しを行います。また、上下水道局危機管理計画に基づいて、緊急時に迅速な対
応ができるよう職員による訓練の実施や関連部署・機関等との連携調整を図ります。

④ 最適運営形態の検討
水道事業の効率的な運用を行うための手法に官民連携があり、水道施設等運転管理業務では効率

的な水道施設の管理を行っています。また、料金徴収業務では、高い収納率が維持できるなど民間
のノウハウの活用が図れています。

今後も民間のノウハウを活かし、効率的な事業運営ができる項目に関して民間委託を検討します。

⑤ 積極的な情報発信
水道事業の持続性を確保するためには、市民とのコミュニケーションが必要不可欠です。ホーム

ページや広報紙などあらゆる広報媒体を活用し、事業運営に関すること、水質等の情報や災害時の
被災状況など、必要な情報を積極的にわかりやすく発信していきます。また、施設見学や児童対象
のパンフレット配布などを引き続き実施することで、水道事業に対する理解と信頼性の向上に努め
ます。

⑥ 技術力の継承・向上
本市では、水道業務に携わる職員の経験年数の低下が顕著であり、今後も事業を継続するために、

技術の継承と向上が喫緊の課題となっています。
このような中、平成３０年度に市民の要望に応え公営企業職員としての経営能力及びトータル的

な技術力を向上させるため「大村市上下水道局人材育成基本方針」を策定し、人材の育成と組織力
の強化に努めてきました。引き続き各種研修へ積極的に参加させ職員の技術力向上を図るとともに、
退職者の再任用制度を活用し技術力の継承に努めます。
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（４）財源についての方針

① 当年度利益の確保

料金収入は、老朽化する管の更新、耐震化の財源確保のため、平成２８年７月使用分から改定率

７．６８％の料金改定を実施したことや、平成２９年度から水道事業に簡易水道事業を統合したこと

により一時的に増加しています。

しかし、今後は水源の確保、施設の耐震化や更新、浸水対策などに係る経費の増大が見込まれる中、

節水意識の向上や節水機器の普及などにより使用水量の増加が期待できず、将来的には有収水量が

減少傾向となり、料金収入も減少していくと予測しています。

水道事業の主たる収入源である料金収入のあり方を検討するとともに、最適な運営管理などによ

り経費の削減を行い、単年度黒字を確保します。

② 留保資金の確保

留保資金については、利益水準と企業債のバランスを踏まえた上で不測の事態に備え、料金収入

が大きく減少した場合でも事業が継続できる水準として、計画期間を通じ使途の特定された資金を

除き５億円（使途が特定されている資金を含めると９億円）を確保します。

③ 企業債残高の縮小

企業債残高については、世代間負担の公平性を確保し、将来世代への過度な負担が生じないよう、

企業債残高対給水収益を給水人口規模別平均値（314.87％）まで下げることを目標に、令和元年度

末の約１０５億円を令和１２年度末には、約６６億円まで縮小します。
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（５）今後検討予定の取組についての説明

① アセットマネジメントの適正な運用

老朽化する施設や設備、そして管路の更新には多大な費用を要することから、これらの水道施設

を計画的に更新するために、中長期的な更新需要と財政収支の見通しを立てるアセットマネジメン

トを平成３０年に導入しました。今後は、アセットマネジメントのレベルアップを図り、将来の事

業環境等の変動要素を考慮した、より詳細な更新需要と財政収支の計画を立てることで適正な水道

施設の更新を図ります。

② 新技術の研究

水道分野における新技術として、スマートメーターによる自動検針の導入等が考えられます。こ

のような新技術を導入することによる効率的な事業運営や生産性の向上への可能性について、他事

業体の事例等を参考に研究します。

③ 広域化の検討

総務省では、広域連携を経営基盤強化のための有効な方策としており、都道府県が中心となり広

域連携の検討体制を構築するよう求めています。長崎県では県内の水道事業に係る広域化の推進方

法を定めた「水道広域化推進プラン」を令和 4 年度末までに策定する見通しです。

本市は、地形的要因から他事業体との経営統合は困難であると思われますが、県主催の検討会に

参加し広域化の可能性について検討します。

④ 市庁舎の建て替えに伴う局庁舎についての方針

上下水道局庁舎は、昭和４６年度の完成から４９年が経過するとともに耐震基準を満たしておら

ず、経年劣化による老朽化が進んでいます。

また、上下水道事業を行う局舎として狭隘であり、下水道工務課は隣接した建物で執務を行って

います。現在検討されている市庁舎建設の方向性を見極めながら、業務効率化が図れる局舎となる

よう、今後、建設費等を投資計画に反映します。
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（６）シミュレーションについての説明

将来にわたって安全で安心な水道水を安定的に供給するために、先に述べた収支計画のうち投資

についての説明に記載の事業を着実に実施していかなければなりません。

計画期間以降の中長期においては、社会情勢や環境の変化などにより不確定要素があるところで

すが、将来にわたり安定的にサービスの提供ができるよう財政シミュレーションを作成しました。

① 現行の料金水準によるシミュレーション

計画期間の令和１２年度までは、財源の方針に示した単年度黒字、留保資金の確保、企業債残高

の縮小を行うことができる見込みです。

ただし、計画期間以降について、現行の収益と費用の状況では、図 4-2 のように補填財源残高は、

令和１６年度に枯渇し、水道事業の運営ができなくなります。

② 将来にわたり経営を安定的に行うためのシミュレーション

経営を安定的に継続するには、国県、一般会計からの補助金や水道料金など収入源の確保と、職

員の不断のコスト意識と節減努力、維持管理コストや建設コストの低減の検討など費用の抑制によ

り資金の確保を行うことが必要となります。

費用については、投資・財政計画の策定に当たっての説明における費用水準とし、収入においては、

水道事業の主たる収入源である水道料金の適正化によるシミュレーションを行った場合、令和５年度

以降、料金改定率約５％を５年毎に検討していくことにより継続的な経営が行える試算となりました。

この場合、収益的収支は図 4-3 のように黒字経営となります。図 4-4 では、令和１２年度時点の

補填財源残高が約２０億円となり必要な補填財源を確保しながら水道事業の運営が可能となります。

また、企業債については、図 4-5 のように令和１２年度時点で約６６億円となります。
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図 4-3　収益的収入・支出・損益の推移

図 4-4　資本的収入・支出・補填財源残高の推移
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２　投資・財政計画（収支計画）

収益的収支 （単位：千円）

資本的収支

区分

年度

 2,202,827
 1,953,313
 1,924,475

 1,426
 27,412
 248,740
 89,470
 145,626
 13,644
 774

 1,884,730
 1,680,459
 176,187
 636,441
 867,831
 201,581
 199,066
 2,515
 2,690

 318,097

 2,254,933
 2,002,927
 1,990,360

 1,400
 11,167
 252,003
 90,881
 148,807
 12,315

 3
 1,952,979
 1,726,969
 183,880
 745,826
 797,263
 201,040
 190,905
 10,135
 24,970
 301,954

 2,238,420
 1,978,148
 1,961,878

 2,469
 13,801
 260,269
 91,334
 156,594
 12,341

 3
 1,934,770
 1,737,990
 177,022
 755,962
 805,006
 184,473
 174,026
 10,447
 12,307
 303,650

 2,187,847
 1,959,114
 1,944,982

 1,426
 12,706
 227,959
 65,905
 148,479
 13,575
 774

 1,951,832
 1,793,333
 178,909
 799,043
 815,381
 155,810
 154,882

 928
 2,690

 236,015

 2,286,270
 2,063,289
 2,049,157

 1,426
 12,706
 222,207
 54,756
 153,876
 13,575
 774

 1,910,119
 1,767,500
 180,287
 796,298
 790,915
 139,929
 139,001

 928
 2,690

 376,151

収益

費用

営業収益

当年度純利益（又は純損失）

営業費用

営業外費用

特別損失

職員給与費

支払利息
その他

減価償却費
経費

営業外収益

特別利益

料金収入
一般会計負担金
その他

一般会計補助金
長期前受金戻入
その他

令和元年度
（決　算）

令和２年度
（予　算）

令和３年度
（予　算） 令和４年度 令和５年度

区分

年度

収入

支出

企業債
一般会計負担金
一般会計補助金

建設改良費

収入額が支出額に不足する額

うち職員給与費
企業債償還金

補填財源残高

企業債残高

工事負担金
その他

令和元年度
（決　算）

令和２年度
（予　算）

令和３年度
（予　算） 令和４年度 令和５年度

 556,558
 343,900
 5,276

 111,242
 47,604
 48,536

 1,443,163
 609,586
 30,310
 833,577
 886,605

 1,146,160
 842,700
 11,540
 111,182
 123,449
 57,289

 2,277,713
 1,433,522
 30,310
 844,191
 1,131,553

 1,215,858
 973,200
 8,540

 115,866
 69,772
 48,480

 2,136,537
 1,258,107
 32,076
 868,430
 920,679

 760,382
 537,133
 5,276

 119,123
 50,372
 48,478

 1,862,108
 976,605
 30,310
 885,503
 1,101,726

 669,013
 459,308
 5,276

 121,130
 34,821
 48,478

 1,801,641
 918,616
 30,310
 883,025
 1,132,628

 964,914

 10,513,331

 821,674

 10,511,840

 952,384

 10,616,610

 957,216

 10,268,240

 956,881

 9,844,523

※令和 2 年度は 9 月補正予算の数値
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

 2,281,786
 2,064,794
 2,050,662

 1,426
 12,706
 216,218
 45,342
 157,301
 13,575
 774

 1,892,853
 1,765,971
 181,677
 794,725
 789,569
 124,193
 123,265

 928
 2,690

 388,933

 2,276,147
 2,064,247
 2,050,115

 1,426
 12,706
 211,126
 37,397
 160,154
 13,575
 774

 1,884,167
 1,772,691
 183,076
 790,313
 799,302
 108,786
 107,858

 928
 2,690

 391,980

 2,280,794
 2,071,665
 2,057,297

 1,426
 12,942
 208,355
 30,748
 164,032
 13,575
 774

 1,907,636
 1,810,663
 184,486
 815,132
 811,045
 94,284
 93,356
 928
 2,690

 373,157

 2,267,907
 2,075,344
 2,060,976

 1,426
 12,942
 191,789
 10,712
 167,502
 13,575
 774

 1,909,856
 1,825,768
 185,906
 813,505
 826,357
 81,398
 80,470
 928
 2,690

 358,051

 2,361,584
 2,168,054
 2,153,686

 1,426
 12,942
 192,756
 8,859

 170,322
 13,575
 774

 1,873,717
 1,800,736
 187,337
 776,116
 837,283
 70,291
 69,363
 928
 2,690

 487,867

 2,364,327
 2,171,743
 2,157,375

 1,426
 12,942
 191,810
 7,239

 170,996
 13,575
 774

 1,874,106
 1,811,068
 188,781
 789,226
 833,061
 60,349
 59,421
 928
 2,690

 490,221

 2,358,762
 2,167,563
 2,153,195

 1,426
 12,942
 190,425
 6,144

 170,706
 13,575
 774

 1,867,378
 1,811,965
 190,233
 777,615
 844,117
 52,723
 51,795
 928
 2,690

 491,384

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

 579,773
 369,360
 5,276

 121,838
 34,821
 48,478

 1,700,761
 820,800
 30,310
 879,961
 1,120,988

  963,178

  9,333,922

 494,180
 287,759
 5,276

 117,846
 34,821
 48,478

 1,573,932
 719,398
 30,310
 854,534
 1,079,752

  1,007,140

  8,767,147

 492,426
 286,195
 5,276

 115,877
 36,600
 48,478

 1,645,948
 817,700
 30,310
 828,248
 1,153,522

  979,297

  8,225,094

 450,919
 251,475
 5,276

 109,090
 36,600
 48,478

 1,465,811
 718,500
 30,310
 747,311
 1,014,892

  1,073,617

 7,729,258

 406,632
 215,130
 5,276

 101,148
 36,600
 48,478

 1,424,992
 717,100
 30,310
 707,892
 1,018,360

 1,302,204

 7,236,496

 380,789
 215,580
 5,276
 74,855
 36,600
 48,478

 1,336,487
 718,600
 30,310
 617,887
 955,698

 1,591,111

 6,834,189

 345,384
 218,310
 5,276
 36,720
 36,600
 48,478

 1,137,180
 727,700
 30,310
 409,480
 791,796

 2,057,640

 6,643,019

（単位：千円）
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フォローアップ第5章

フォローアップ

本経営戦略を推進するために、「ＰＤＣＡサイクル」の考え方により、各施策の進捗状況を毎年度

評価・検証するとともに、水需要や社会情勢の変化をとらえながら施策の推進や改善に取り組みます。
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フォローアップ第5章

巻末資料
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１　施設状況の詳細

① 取水施設 ② 導水施設

導水管
延長

（ｍ）

φ300mm未満 14,208

φ300〜500mm未満 20,758

計 34,966

水源種別 水源数
取水可能量
(m3/日)

代表的な水源

ダム水 1 15,000 萱瀬ダム

湖沼水 1 2,450 池田貯水池

浅井戸 3 4,060
杭出津水源
松原水源
松原第２水源

深井戸 22 23,050

立花水源
今富水源
福重水源
才福寺水源　等

計 27 44,560

④ 送水施設・ポンプ

施設名
ポンプ
台数

施設名
ポンプ
台数

黒丸送水ポンプ 4 松原送水ポンプ 2

杭出津送水ポンプ 2 東光寺送水ポンプ 2

荒瀬送水ポンプ 2 久良原送水ポンプ 2

池田送水ポンプ 4 中岳送水ポンプ 2

雄ヶ原送水ポンプ 2 菅無田送水ポンプ 2

鈴田送水ポンプ 2 北ノ川内送水ポンプ 2

祝崎送水ポンプ 2 岩屋送水ポンプ 2

大多武送水ポンプ 2 宮代送水ポンプ 2

坂口送水ポンプ 4 宮代高区送水ポンプ 2

須田ノ木送水ポンプ 2 重井田送水ポンプ 2

計 46

・送水管

送水管
延長

（ｍ）

φ300mm未満 54,750

φ300〜500mm未満 11,725

計 66,475

③ 浄水施設

浄水場名 処理方式

坂口浄水場
表流水

地下水

凝集沈殿＋急速ろ過方式

大多武浄水場 塩素消毒のみ

塩素消毒のみ

松原浄水場 紫外線処理＋塩素消毒

富の原第１浄水場 塩素消毒のみ

富の原第２浄水場 塩素消毒のみ

富の原第３浄水場 塩素消毒のみ

松並浄水場 塩素消毒のみ

杭出津浄水場 紫外線処理＋塩素消毒

日岳浄水場 塩素消毒のみ

東野岳浄水場 塩素消毒のみ

北木場浄水場 塩素消毒のみ

南川内浄水場 塩素消毒のみ

（）は各処理方式の取水可能量計

公称施設能力(m3/日)

30,000（17,450）

16,880（16,880）

1,730 （1,730）

1,980 （1,980）

400   （400）

1,400 （1,400）

300   （300）

900   （900）

2,080 （2,080）

560   （560）

630   （630）

100   （100）

150   （150）

57,110（44,560）
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構造 池数
有効容量

(m3) 代表的な配水池

PC造 15 31,278.0
坂口第１配水池
坂口第２配水池
徳泉川内配水池　等

RC造 18 1,267.0
荒瀬配水池
琴平配水池
高部配水池　等

SUS造 28 1,356.5
松原配水池
萱瀬配水池
黒木配水池　等

計 61 33,901.5

配水管
延長

（ｍ）

φ75mm未満 139,407

φ75mm以下 66,145

φ100mm以下 209,248

φ125mm以下 177

φ150mm以下 52,514

φ200mm以下 44,403

φ250mm以下 3,788

φ300mm以下 26,628

φ350mm以下 277

φ400mm以下 3,100

φ450mm以下 943

φ500mm以下 134

φ600mm以下 764

計 547,528

⑤ 配水施設
・配水池

・配水管
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２　経営比較分析表の詳細

経営比較分析表による評価において用いたデータについてその詳細を記載します。

（２）県内事業体の数値

各指標のグラフは、平成３０年度の状況を示しており、上の方が良い状況と言えます。

点線は平均を示しています。

（１）事業体数

経常収支比率（％）

佐々町

時津町

雲仙市

島原市

南島原市

長崎市

対馬市

平戸市

長与町

大村市

東彼杵町

佐世保市

波佐見町

諫早市

壱岐市

五島市

川棚町

新上五島町

松浦市

西海市

0 50 100 150
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累積欠損金比率（％）

長崎市

佐世保市

島原市

諫早市

大村市

平戸市

対馬市

壱岐市

五島市

雲仙市

南島原市

長与町

時津町

東彼杵町

川棚町

波佐見町

佐々町

松浦市

新上五島町

西海市

0 10 20 30 40 50 60

流動比率（％）

時津町

佐々町

川棚町

波佐見町

諫早市

長崎市

長与町

雲仙市

島原市

東彼杵町

平戸市

西海市

壱岐市

五島市

松浦市

対馬市

佐世保市

南島原市

新上五島町

大村市

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
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企業債残高対給水収益比率（％）

時津町

佐々町

長与町

長崎市

諫早市

松浦市

波佐見町

佐世保市

五島市

川棚町

大村市

壱岐市

対馬市

雲仙市

東彼杵町

新上五島町

島原市

平戸市

西海市

南島原市

0 200 400 600 800

料金回収率（％）

佐々町

時津町

島原市

長崎市

平戸市

長与町

五島市

佐世保市

波佐見町

大村市

諫早市

川棚町

東彼杵町

対馬市

雲仙市

新上五島町

壱岐市

松浦市

西海市

南島原市

0 50 100 150
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給水原価（円）

佐々町

島原市

川棚町

雲仙市

時津町

五島市

長与町

諫早市

東彼杵町

松浦市

波佐見町

大村市

佐世保市

長崎市

平戸市

対馬市

南島原市

壱岐市

新上五島町

西海市

0 50 100 150 200 250 300 350

施設利用率（％）

長与町

佐々町

時津町

波佐見町

五島市

諫早市

南島原市

大村市

佐世保市

西海市

松浦市

雲仙市

長崎市

川棚町

対馬市

壱岐市

新上五島町

平戸市

島原市

東彼杵町

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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有収率（％）

川棚町

長与町

大村市

諫早市

時津町

長崎市

佐世保市

佐々町

松浦市

波佐見町

平戸市

東彼杵町

島原市

雲仙市

南島原市

新上五島町

五島市

対馬市

西海市

壱岐市

0 20 40 60 80 100

有形固定資産減価償却率（％）

東彼杵町

新上五島町

南島原市

壱岐市

西海市

雲仙市

島原市

川棚町

松浦市

五島市

平戸市

長崎市

大村市

諫早市

長与町

佐世保市

波佐見町

時津町

佐々町

対馬市

0 10 20 30 40 50 60 70
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管路経年化率（％）

時津町

西海市

壱岐市

雲仙市

島原市

大村市

五島市

諫早市

佐々町

東彼杵町

平戸市

川棚町

長崎市

佐世保市

波佐見町

新上五島町

対馬市

南島原市

松浦市

長与町

0 5 10 15 20 25 30

管路更新率（％）

時津町

対馬市

長与町

波佐見町

佐世保市

川棚町

諫早市

新上五島町

佐々町

大村市

南島原市

島原市

壱岐市

長崎市

平戸市

五島市

東彼杵町

西海市

雲仙市

松浦市

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
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３　給水人口の予測

（１）行政区域内人口
国勢調査人口の平成２９年度を基準年としコーホート要因法により令和１９年まで算出しました。

これ以降については、大村市人口ビジョンの人口推計シミュレーションパターンのエの比率を用い
算出を行いました。
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（２）給水人口の予測

給水人口の予測は、下記方法により推計しました。

[ 行政区域内人口：コーホート要因法（基準年平成２９年度）]

[ 給水人口：給水区域内人口 ( 人 ) ×給水普及率（％）※1 ]

※ 1 は、過去１０年間のデータを用い、時系列傾向式による将来推計を行いました。

（３）水需要の予測

水需要予測は下記方法により推計しました。

〇１日平均給水量

生活用水量＋業務営業用水量＋工場用水量＋その他水量を採用

[ 生活用水量：生活用水量原単位※2 ×給水人口 ]

[ 業務営業用水量、工場用水量、その他の水量：※3  ]

※ 2、※ 3 は、過去１０年間のデータを用い、時系列傾向式による将来推計を行いました。
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